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が
ず
れ
た
時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
っ
て
計
算
宵
設
を
一
提
案
し
が
安
心
だ
が
、
そ
れ
は
経
営
だ
。

を
示
す
)
応
力
降
下
量
だ
ロ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
地
震
の
判
断
だ
。
四
竃
は
5
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0〆
重
要
な
の
は
こ
の
裕
度
を
一

評
価
に
最
も
影
響
を
丘
え
る
平
均
像
を
求
め
る
も
の
。
平
に
闘
し
て
原
子
炉
や
建
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、
確
認
す
る
こ
と
だ
。
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四
億
が
不
確
か
さ
均
か
ら
ず
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た
地
震
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い
く
配
管
な
ど
数
千
i
1万
力
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安
全
委
員
会
の
耐
震
パ
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考
慮
し
て
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5
倍
に
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も
あ
り
、
観
測
そ
の
も
を
一
チ
ェ
ッ
ク
し
た
C

基
準
地
ク
チ
ェ
ッ
ク
で
も
裕
度
の
計
十

し
い
論
文
を
参
考
に
し
て
お
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
明
確
の
だ
間
違
っ
て
い
る
こ
と
も
震
動
を
上
げ
れ
ば
設
備
を
全
算
は
や
っ
て
き
た
が
、
民
主
一

閣
は
円
り
、
議
思
(
し
い
)
的
な
部
益
鑓
討
な
い
。
あ
る
。
て
調
べ
重
さ
な
い
と
い
い
り
な
鏡
監
惜
時
に
行
っ
た
ス
ト
レ
…
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仏
一
分
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
恩

5
7
0
Jは
あ
く
ま
で
回
基
準
地
震
動
は
で
き
曇
ん
い
の
で
大
変
だ
ろ
う
。
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催
。
私
は
税
学
的
な
式
を
げ
余
裕
を
持
っ
て
決
め
た
方
し
か
し
、
基
準
地
震
動
を
一
番
弱
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と
こ
ろ
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叫
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当
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車
J
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、
需
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さ
れ
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斡
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大
程
ど
員
そ
れ
を
多
少
知
短
附
す
地
震
が
来
審
査
体
制
は
、
原
子
力
規
一

J¥一
ゾ
七
ゾ
七
一
潮
醐
醸
蹴
大
課
な
委
た
と
し
て
も
す
ぐ
嬢
れ
る
こ
制
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離
譲
燃
蟻
噛
年
故
会
力
歳

rと
し
て
い
た
女
川
出
一
原
腺
嬰
由
発
珂
持
つ
た
へ
か
ち
や
ん
と
チ
エ
三

一

線
滋
齢
吋
罪
掛
帥
邸
凹
宿
零
噌
学
子

a

議
日
朝
時
間
一
原
パ
(
宮
城
県
)
で
も
、
東
日
本
ッ
ク
ず
る
状
況
が
望
ま
し
一

一
-
一
昨
日
日
曜
噛
閑
静
大
震
災
の
と
き
に
6
0
0〆
い
。
今
回
は
島
崎
邦
彦
委
員
一

い
臨
明
日
以
朝
日
開
鵬
を
超
す
地
震
動
だ
っ
た
が
長
代
湿
が
い
る
が
、
全
て
の
一

J
ヘ
一
て
っ
地
や
、
調
耐
え
ら
れ
た
。
伊
方
で
も
そ
地
震
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
↑
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磁
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「
闘
い
一
裕
学
位
臨
れ
ぐ
ら
い
の
余
裕
は
持
っ
て
わ
白
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
サ
一

ぷ
蝉
曙
牌
冶
問
欄
ト
む
造
ら
れ
て
い
る
は
ず
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す
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四
国
電
力
伊
方
原
発
の
基

一
準
地
震
動
5
7
0
Jは
、
調

一
査
に
基
づ
い
て
活
断
層
の
位

一
置
や
形
状
で
原
一
発
に
最
も
影

一
響
が
大
『
〉
¥
な
る
よ
う
計
算

一
し
た
「
断
胞
モ
デ
ル
」
と
(
小

一
規
模
な
地
震
観
測
記
録
か
ら

一
大
規
模
地
震
の
波
形
を
合
成

…
し
て
つ
く
り
出
す
)
経
騒
的

一
な
方
法
で
総
合
的
に
決
め
て

司
い
る
o

-
基
準
地
震
動
は
計
算
で
出

一
た
一
番
大
き
い
揺
れ
の
値
の

ヤ
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ

一
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
(
四

一
電
が
原
子
力
規
制
委
員
会
に

一
提
出
し
た
)
資
料
を
見
る
陵

…り、

5
7
0
Fじ
ゃ
な
い
と

一
い
け
な
い
と
い
う
根
拠
は
な

一
く
、
も
う
ち
ょ
っ
と
一
大
き
く

て
も
い
い
。

地
震
劃
評
価
の
計
算
は
新



躍罰言苦手4斗乙元冨
，. 、.，-

，、ι'~.fI‘、一一

教
授
は
盟
材
に
却
し
「
全
く
の
事
一
間
面
理
方
踏
讃
括
2
甚
の
再
格
摘
の
墨
田
」
に
言
及
、
車
京
百
世
で
は
初
め
て
寝
置
の
出
版
担
宜
し

異
議
。
撃
在
意
警
は
、
志
望
詰
め
な
い
密
室
楚
力
車
宇
露
の
事
故
峰
、
判
止
雲
曲
芸

新
聞
自
主
元
に
堕
霊
揮
し

τ議
長
明
世
判
員
訟
)
H写
=

歪
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出

弓

1
9
8
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告

で
砕
い
て
い
る
も
の
が
副
寄
れ
一
E
Hは
2
0
1
2
T月
、

福

井

忠

場

g
k
F
F
判
事
望
号
、
描
岡
地
載
を
掻

て
い
奇
正
し
い
理
解
の
た
め
に
一
裁
に
霊
長
壁
紙
3
、
九

1je-ムり
出
し
に
静
岡
宵
師
、
喜

一
正
砲
に
引
用
し
て
も
ら
え

24日
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師

7
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一
、
四
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習

に
掛
さ
と
述
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ち
↓
し
、
昨
年

6
2裁
で
は
又

1
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林
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判

決
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選

諸

説

判

官

の

喜

一

也
監
文
で
は
、
原
括
の
聾
型
地
一
割
の
み
な
呂
ず
理
論
面
で
も
信
頼
↑
が
た
い
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と
宿
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署
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一

望
書
)
に
闘
し
て
抽
龍
一
撃
選
蓄
え
重
重
量
は
「
謹
選
議
員
の
一
つ
い
て

E
Z富国
会
一
語
に
聞
し
て
さ
き
章
一
世
も
高
る
と
ま
盟
プ
芸
今
回
一

到
の
強
パ
}
を
高
と
す
る
拙
豪
華
ヨ
れ
ほ
炉
、
お
控
室
る
危
険
一
軍
陣
吾
耳
障
に
し
て
一
塁
て
い
一
の
事
故
還
の
分
析
で
地
雷
と
向
上
し

5
5と
民
請
し
、
掛
一
の
決
定
文
で
も
聞
き
入
れ
ら
れ
一

新
聞
記
者
室
智
容
量
一
議

3
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ど
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寝
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査

の

翼

高

容

量

一

し
た
内
容
奇
用
し
て
い
売
そ
一
だ
が
、
法
喜
一
議
官
ア
誠
一
言
に
、
香
美
安
芸
一
理
「
謀
議
置

2
薮

か

一

い

と

薗

臨

じ

た

一

目

、

っ
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一

聖
書
、
議
建
設
長
一
者
の
入
喜
朗
・
京
契
名
誉
一
室
奈
白
す
暴
露
れ
か
一
畠
え
ば
安
全
一
面
援
宮
て
一
昨
年
5
月
に
回
世
大
重
量
一
今
回
の
整
文
で
「
控
用
安
一

3、

4
昏
曜
の
理
援
差
し
止
め
を
一
臨
時
数
ノ
l
ル
の
桔
慈
眼
端
の
酎
一

震
は
B
ク
ラ
ス
で
、

sク
ラ
ス
一

町
方
蹟
イ
カ
必
警
な
ど
と
し
た
同
一

容
に
つ
い
て
も
、
関
電
は
韓
唱
で
一

日
脅
の
重
複
B
ク
ラ
ス
語
、
一

実
際
に
は
耐
震
S
ク
ラ
ス
の
票
力
一

事
蒋
っ

τい
る
」
と
主
損
し
て
い
↑

ち

一

発
言
の
専
門
家
圏
惑

関
電
「
誤
認
」
主
張
通
ら
ず

岡
山
混
力
夜
鼠
措
3
、

4
F諮
り
義
撃
し
止
雲
合
い

た
植
井
抽
棋
の
品
開
受
の
宅
原
島
で
想
定
す
高
地
世
田
揖
れ

に
開
ず
お
発
音
世
前
理
日
机
だ
専
白
車
両
国
「
曲
寄
れ
た
も
の
が

ー引一嬰-祝日
L
い
る
」
占
開
国
し
て
い
い
奇
岡
田
も
こ
れ
ま
で
の
福

井
地
訴
で
の
脅
噂
で
、
国
嵩
の
世
備
や
誼
逝
由
広
対
す
る
地
載
の

問
識
に
つ
い
て
冠
畏
顧
問
耐
晶
る
」
と
訴
え
て
芭
た
が
、
決
定

X
で
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
醇
だ
(
背
木
仰
ぎ

高浜町民

止-藷%
持
一
来
「

当
然
と
の
受

闘
西
電
点
椅
慎
開
詰
3
、
4
号
一
地
認
の
訣
定
に
惜
り
を
調
さ
な
い

構
内
再
誌
に
司
法
巧
持
っ
た
u

一
撃
力
視
制
軍
覧
会
新
規
制

を
か
け
た
。
「
生
需
は
先
制
石
田
一
甚
明
へ
の
対
応
に
骨
格
を
胆
U
、

か
り
」
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
耐
に
一
再
聴
聞
巴
向
け
て
一
現
実
報
部
帽
す

糧
需
が
罷
る
の
か
」
。
警
の
時
一
中
で
亙
れ
た
今
回
裏
υ
止
め

慎
町
昂
は
、
合
回
の
酷
廷
で
ま
た
一
恒
把
分
。
こ
の
男
性
は
、
服
売
の

も
両
国
通
せ
な
く
な
っ
た
町
の
持
其
一
リ
ス
ク
は
十
卦
開
制
し
て
い
る
と

や
生
活
に
不
客
害
事
芭
せ
る
。
一
一
し
た
よ
で
、
「
万
が
一
の
曲
陣
を

方
、
舞
窪
横
雲
変
革
即
重
加
じ
た
ら
胃
J

が
な
い
」
と

怒
ら
は
コ
国
へ
の
歯
止
め
民
な
一
指
摘
勺
「
喜
と
冥
香
っ
て
胡

る
」
と
鼠
曜
の
声
市
上
が
っ
た
i

亙
興
大
き
な
事
故
は
な
か
っ
た

「
大
苦
思
議
者
悔
辿
一
し
、
A

「
開
老
議
裂
の
)
厳
し

宮
在
著
し
て
い
る
ぷ
謹
一
い
墨
書
立
ア
し
売
買
44害対

が
侵
留
『
』
拘
る
と
い
う
が
、
町
民
一
舟
は
万
全
世
と
思
っ
て
い
る
」
と

守
忍
苦
雪
福
利
は
室
町
宵
涯
の
判
断
に
首
を
か
し
げ
た
。

か
し
。
自
由
推
墨
「
回
)
は
網
野
一
資
実
感
録
時
襲
霧

崎 一

議iifji
が盟情的置点から判断
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規制委合格を事実上否定
間
函
電
力
高
浜
扉
発
3
、

4
E設
へ
高
浜
町
)
白
安
全
対

筆
は
不
十
分
と
し
て
、
周
辺
白
住
民
ら
が
再
韓
国
差
し
止
め

を
申
し
立
て
た
慌
処
分
で
、
福
井
地
裁
円
樋
口
英
明
裁
判
責
)

は
H
日
、
再
韓
剖
を
詔
め
な
い
決
定
を
し
た
。
桓
処
分
で
原

尭
由
連
転
を
禁
止
す
る
訣
定
は
全
国
初
可
決
定
は
す
そ
に
効

力
を
持
つ
白
陽
電
は
不
服
を
巾
tuyJUL
て
る
と
み
ら
れ
、
主
張

が
認
め
り
れ
な
い
限
り
百
円
稼
醐
で
き
な
い
。

2
基
は
今
年
2
月
、
九
州
電

力
開
町
内
原
尭
〈
鹿
児
島
県
)
に

紘
当
、
、
政
府
が
「
世
界
で
最
も

車
し
い
し
と
強
調
す
与
原
子
力

続
制
委
員
会
の
事
量
に
合
得
し

た
が
、
司
法
は
こ
れ
宇
事
実
上

否
定
す
る
判
断
を
し
た
。

U
丹

の
再
稼
酷
を
想
定
し
、
地
元
同

の
手
続
き
に
人
勺
て
い
る
闘

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
影
響
が

る
白
は
必
宅
ロ
原
発
を
三
室

一
な
ベ
l
スロ
!
l電
雌
」
と

一
置
付
け
る
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ

計
画
の
見
置
し
を
求
め
る
声

が
上
が
り
そ
‘
つ
だ
包

住
民
ら
は
、
潟
電
が
想
定
す

あ
基
準
地
震
動
〈
耐
震
設
計
白

目
安
と
な
る
揺
れ
)
を
超
え
る

地
震
に
よ
り
、
故
射
性
物
質
が

飛
散
す
る
過
酷
事
故
に
陥
る
可

能
性
が
あ
る
と
主
哀
し
、
人
格

躍
が
侵
害
さ
れ
石
と
訴
え
て
い

た。
植
口
裁
判
長
は
時
斗
S
月
に

も
福
井
地
裁
で
、
間
電
大
飯
面
開

発
B
、
4
号
機
(
お
お
い
荷
〕

白
差
し
止
め
を
命
じ
る
判
決
を

言
い
渡
し
て
お
り
、
控
訴
審
が

諒
乍
中
。
件
民
ら
は
臼
月
、
再

稼
働
が
迫
っ
て
い
る
と
し
て
、

高
浜
と
大
師
計
4
慕
の
差
し
止

め
慌
処
分
を
福
井
地
裁
に
申
し

立
て
た
。
大
置
の
日
基
の
審
理

は

分

離

さ

れ

た

。

一

高
浜
原
発
3
、
4
号
機
関
西

電
A
が
高
浜
町
に
所
有
F
る
原
発
句

い
す
れ
も
加
圧
水
型
軽
水
炉

(
P

W
R
)
で
、
山
山
カ
は
と
も
に
肝
万

究向。

}
9
8
5年
に
遠
征
を
開
始

し
た
。
原
子
力
規
制
委
員
会
は
安

全
対
策
が
新
規
制
基
準
に
道
合
す

る
と
す
る
審
査
書
を
決
定
し
て
お

り
、
限
定
は
今
年
H
月
の
}
向
拍
明
白

を
想
定
し
と
い
る
。
避
難
計
闘
の

策
定
か
必
要
な
半
径
回
J
留
に
は

京
都
府
耗
鶴
市
や
滋
賀
架
高
島
市

ω
ニ
ゆ
る
含
ま
れ
忍
。


